
令和1年5月28日開催

判  定 承認

　承認

対象に対し、2015～2017年に当該施設に非自発的入院となった事例の
うち、医学的医療観察法非導入事例に該当する事例に関するアンケー
ト調査を行う。また、該当事例の多い指定入院医療機関に対しては、聞
き取り調査を行う。アンケート調査と聞き取り調査の結果を収集・分析
し、類型化・モデル事例の作成を行う。

利益相反審査判定

倫理委員会審議内容

№1 　 申請者　：　副院長 大鶴 卓

課　　　　題
医療観察法指定入院医療機関に対する医療観察法非導入事例に関す
る調査研究

研究の概要

指定入院医療機関を対象として、医学的医療観察法非導入事例の詳細
に関する調査を行い、類型化・モデル事例の作成を行う。今後、類型化・
モデル事例の作成を行うことにより、医学的医療観察法非導入事例に
関する全国規模の調査を行うことが出来る。これらの研究を通じて、医
療観察法並びに司法精神医療制度の改善に向けて政策提言を行うた
めのエビデンスを作ることが期待される。


